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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チャンバーと、
　前記チャンバー内に必要なガスを供給するガス供給部と、
　前記チャンバー内に配置されて高周波電力が印加される第１電極と、
　前記第１電極上に形成されて前記第１電極と電気的に連結されるコンデンサ部と、
　前記コンデンサ部上に形成されて前記コンデンサ部と電気的に連結される複数の第２電
極とを含み、
　前記第２電極は円形の第１領域と前記第１領域の外周に沿って分割配置された複数の第
２領域を有し、
　前記第１領域の半径は前記第２領域の幅より大きく、
　前記第１電極の周辺部で発生するプラズマの密度は前記チャンバー及び前記チャンバー
と離隔して前記第１電極の周辺に形成されるバッフルプレートの間に配置される調節部に
より調節され、
　前記調節部は導体、抵抗体、及び誘電体を有するローパスフィルタを含むことを特徴と
する、プラズマ処理装置。
【請求項２】
　チャンバーと、
　前記チャンバー内に必要なガスを供給するガス供給部と、
　前記チャンバー内に配置されて高周波電力が印加される第１電極と、
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　前記第１電極上に形成されて前記第１電極と電気的に連結されるコンデンサ部と、
　前記コンデンサ部上に形成されて前記コンデンサ部と電気的に連結される複数の第２電
極とを含み、
　前記第２電極は矩形の第１領域と前記第１領域の外周に沿って配置される第２領域を有
し、
　前記第１領域の対角線の半分の長さは前記第２領域の幅より大きい大きく、
　前記第１電極の周辺部で発生するプラズマの密度は前記チャンバー及び前記チャンバー
と離隔して前記第１電極の周辺に形成されるバッフルプレートの間に配置される調節部に
より調節され、
　前記調節部は導体、抵抗体、及び誘電体を有するローパスフィルタを含むことを特徴と
する、プラズマ処理装置。
【請求項３】
　前記コンデンサ部は複数の定格コンデンサを含むことを特徴とする請求項１または請求
項２のいずれか一項に記載のプラズマ処理装置。
【請求項４】
　前記コンデンサ部は前記チャンバ外部で調節が可能な複数の可変コンデンサを含むこと
を特徴とする請求項１または請求項２のいずれか一項に記載のプラズマ処理装置。
【請求項５】
　前記可変コンデンサ各々は真空コンデンサを含むことを特徴とする請求項４に記載のプ
ラズマ処理装置。
【請求項６】
　前記コンデンサ部はセラミックを含み、前記セラミックはプラズマ密度の補正のために
、位置に従って各々異なる厚さを有することを特徴とする請求項１または請求項２のいず
れか一項に記載のプラズマ処理装置。
【請求項７】
　前記セラミックは流入するガスが移動できる多数の孔が形成された多孔質セラミックを
含むことを特徴とする請求項６に記載のプラズマ処理装置。
【請求項８】
　前記第１電極を貫通するガス導入部をさらに含み、
　前記ガス導入部によって供給されたガスが前記多孔質セラミックを通して拡散され、対
象基板にプラズマ化学気相成長法を用いることを特徴とする請求項７に記載のプラズマ処
理装置。
【請求項９】
　前記第２電極はガスホールをさらに含み、ハニカム構造から形成されることを特徴とす
る請求項８に記載のプラズマ処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はプラズマ処理装置に関し、より詳細には大型基板用のプラズマ処理装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示パネルまたは太陽電池パネルは、安い費用で大量生産するために、一度
に多くのパネルを生産する方法を用いている。液晶表示パネルまたは太陽電池パネルにお
いて個別的な大きさは数十センチメートルの規格を有するが、これを一度に製造するため
に製造工程では一つの大きなパネルを製造した後に、いくつかのパネルに分けて製造され
る。最近では製造工程で使われる一つの単位パネルの一辺が、少なくとも３ｍ以上のパネ
ルが製造されている。
【０００３】
　このような大型パネルの製造では既存の半導体の製造工程のように、プラズマを利用し
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た多様な工程が含まれている。プラズマを利用する工程としては、エッチング、化学気相
成長法（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ：ＣＶＤ）、スパッタリ
ング法（Ｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ）等がある。しかし、液晶表示パネルまたは太陽電池パネ
ルではプラズマ工程を大型パネルに適用する場合、比較的小さなサイズで製造される半導
体とは異なって様々な問題が発生することがある。
【０００４】
　液晶表示パネルまたは太陽電池パネルの製造に使われるプラズマ処理装置は誘導結合プ
ラズマ（Ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｐｌａｓｍａ：ＩＣＰ）と２周波重
畳の平行平板プラズマ（Ｃａｐａｃｉｔｉｖｅｌｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｐｌａｓｍａ：Ｃ
ＣＰ）とが主に採用されている。しかし、均一なプラズマの生成が難しく、高コストであ
るため、誘導結合プラズマの場合、２ｍ以上の大きさを有するパネルには使われない。平
行平板プラズマの場合は装置が単純であり、均一なプラズマの形成が相対的に容易である
ため、現在は一辺が２ｍ以上のパネルの製造に使われている。しかし、製造装置がますま
す大きくなるにつれて、３ｍ以上の大きさを有するパネルを製造する場合、平行平板プラ
ズマでもプラズマの密度が不均一になって、これに伴い、製造されるパネルのプラズマ処
理が不均一になる不良が発生して、深刻な問題が生じている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許７６６１３８８号明細書
【特許文献２】特開２００８－０４２１１７号公報
【特許文献３】特開２００８－０４２１１５号公報
【特許文献４】特許第４２９８８７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであって、大型基板を処理できるプラズマ処
理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態に係るプラズマ処理装置はチャンバ、前記チャンバ内に必要なガス
を供給するガス供給部、前記チャンバ内に配置され、高周波電力が印加される第１電極、
前記第１電極上に形成して前記第１電極と電気的に接続するコンデンサ部及び前記コンデ
ンサ部上に形成されて前記コンデンサ部と電気的に接続される複数の第２電極を含むこと
を特徴とする。
【０００８】
　また、前記コンデンサ部は複数の定格コンデンサを含んでもよい。
【０００９】
　また、前記コンデンサ部は前記チャンバ外部で調節が可能な複数の可変コンデンサを含
んでもよい。
【００１０】
　また、前記可変コンデンサの各々は真空コンデンサを含んでもよい。
【００１１】
　また、前記コンデンサ部はセラミックを含み、前記セラミックはプラズマ密度の補正の
ために、位置により各々異なる厚さを有してもよい。
【００１２】
　また、前記セラミックは流入されるガスが移動できる多数の孔が形成された多孔質セラ
ミックを含んでもよい。
【００１３】
　また、前記第１電極を貫くガス導入部をさらに含み、前記ガス導入部によって供給され
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たガスが前記多孔質セラミックを通して拡散され、対象基板にプラズマ化学気相成長法を
用いてもよい。
【００１４】
　また、前記第２電極はガスホールをさらに含み、ハニカム構造から形成してもよい。
【００１５】
　本発明の一実施形態に係るプラズマ処理装置は、チャンバ、前記チャンバ内に必要なガ
スを供給するガス供給部、前記チャンバ内に配置され、高周波電力が印加される第１電極
、前記チャンバと離隔されて前記第１電極の周辺に形成されるバッフルプレート及び前記
第１電極の周辺部で発生するプラズマの密度を調節する調節部を含むことを特徴とする。
【００１６】
　また、前記バッフルプレートは前記チャンバの側壁から離隔されて前記チャンバの内部
に配置され、前記調節部は前記チャンバの側壁と前記バッフルプレートの間に配置されて
もよい。
【００１７】
　また、前記調節部は誘電体を含んでもよい。
【００１８】
　また、前記調節部はローパスフィルタを含んでもよい。
【００１９】
　また、前記ローパスフィルタはプラズマ生成周波数を遮断し、バイアスに利用される周
波数を通過してもよい。
【００２０】
　本発明の一実施形態に係るプラズマ処理装置はチャンバ、前記チャンバ内に必要なガス
を供給するガス供給部、前記チャンバ内に配置され、高周波電力が印加される第１電極及
び前記第１電極上に位置して前記第１電極上から移動する前記高周波電力を減殺する抵抗
部を含むことを特徴とする。
【００２１】
　また、前記抵抗部は抵抗率が２．０μ／ｃｍ以上の金属を含んでもよい。
【００２２】
　また、前記抵抗部は、鉄、ニッケル、コバルト、白金のうち一つの金属から構成しても
よい。
【００２３】
　また、前記抵抗部は抵抗率を調節することのできる半導体を含んでもよい。
【００２４】
　また、前記抵抗部は、窒化ホウ素セラミックを含んでもよい。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、プラズマ生成電極の位置により別途のコンデンサを設置して容量を設
定することができ、プラズマ生成電極とプラズマ表面との間で発生するシース容量を均一
に維持することができる。従って、プラズマを均一に生成することができ、大型基板のプ
ラズマ処理において不均一発生を抑制するプラズマ処理装置を提供することができる。
【００２６】
　また、本発明によれば、チャンバとバッフルプレートとの間に高インピーダンスの調節
部を挿入して対象基板の側面部で発生する不均一現象を抑制することができる。調節部は
、低誘電率の誘電体またはローパスフィルタを使うことによって、チャンバの側壁に近い
プラズマの密度がわい曲されることを防止するプラズマ処理装置を提供することができる
。
【００２７】
　また、本発明によれば、プラズマ生成電極の表面に抵抗体を形成することによって、高
周波の電源が抵抗体で減殺されて両方向に移動する異なる二つの波形が混合され形成され
る定在波の発生を防止することができる。従って、電極の位置別に発生する電圧の不均一
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を抑制し、これによって均一なプラズマを形成するプラズマ処理装置を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施形態に係るプラズマ処理装置を示す構成図である。
【図２】図１のＡ部分を示す拡大部分構成図である。
【図３】従来のプラズマ処理装置の電波の流れを示す構成図である。
【図４】図１及び図３のプラズマ処理装置の電極で電波の分布を示すグラフである。
【図５】図１及び図３のプラズマ処理装置の電極で電波の分布を示すグラフである。
【図６】図１及び図３のプラズマ処理装置の電極で電波の分布を示すグラフである。
【図７】図１及び図３のプラズマ処理装置の電極で電波の分布を示すグラフである。
【図８】図１及び図３のプラズマ処理装置の電極で電波の分布を示すグラフである。
【図９】図１及び図３のプラズマ処理装置の電極で電波の分布を示すグラフである。
【図１０】図１及び図３のプラズマ処理装置の電極で電波の分布を示すグラフである。
【図１１】図１及び図３のプラズマ処理装置の電極で電波の分布を示すグラフである。
【図１２】本発明の他の実施形態に係るプラズマ処理装置の電極部を示す構成図である。
【図１３】本発明の他の実施形態に係るプラズマ処理装置の電極部を示す構成図である。
【図１４】本発明の他の実施形態に係るプラズマ処理装置の第２電極を示す平面図である
。
【図１５】本発明の他の実施形態に係るプラズマ処理装置の第２電極を示す平面図である
。
【図１６】本発明の他の実施形態に係るプラズマ処理装置の第２電極を示す平面図である
。
【図１７】本発明の他の実施形態に係るプラズマ処理装置の第２電極を示す平面図である
。
【図１８】本発明の他の実施形態に係るプラズマ処理装置の電極部を示す構成図である。
【図１９】図１８の電極部の第２電極を示す平面図である。
【図２０】本発明の他の実施形態に係るプラズマ処理装置を示す構成図である。
【図２１】図２０のＢ部分を示す拡大部分構成図である。
【図２２】図２０のＢ部分を示す拡大部分構成図である。
【図２３】本発明の他の実施形態に係るプラズマ処理装置を示す構成図である。
【図２４】従来のプラズマ処理装置及び図２３のプラズマ処理装置において電極に従う電
波の分布を示すグラフである。
【図２５】従来のプラズマ処理装置及び図２３のプラズマ処理装置において電極に従う電
波の分布を示すグラフである。
【図２６】従来のプラズマ処理装置及び図２３のプラズマ処理装置において電極に従う電
波の分布を示すグラフである。
【図２７】従来のプラズマ処理装置及び図２３のプラズマ処理装置において電極に従う電
波の分布を示すグラフである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、添付する図面を参照して、本発明をより詳細に説明する。
【００３０】
　図１は本発明の一実施形態に係るプラズマ処理装置の構成図である。図２は図１のＡ部
分を示す拡大部分構成図である。
【００３１】
　図１を参照すると、本発明の実施形態に係るプラズマ処理装置１０００はチャンバ１４
０、ガス供給部１５０、第１電極１１０、複数のコンデンサ１３０、及び複数の第２電極
１２０を含む。チャンバ１４０内部はプラズマ処理のためのプラズマが形成される空間で
ある。ガス供給部１５０はチャンバ１４０内部で必要なガスを供給する。チャンバ１４０
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にはガス供給口１４１及びガス排出口１４２が形成され、ガス供給口１４１を通してガス
供給部１５０と接続される。ガス供給部１５０のガス供給により圧力を調節する。チャン
バ１４０外部には高周波（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ：ＲＦ）電源部１６０及びこ
れを調節する調整回路１６１が設置される。高周波電源部１６０はチャンバ１４０内部に
高周波電源（ＲＦ　Ｐｏｗｅｒ）を供給する。調整回路１６１は、チャンバ内部１４０に
供給される高周波電源を制御する。調整回路１６１は供給電極１１２と電気的に接続され
、供給電極１１２は第１電極１１０と電気的に接続される。従って、第１電極１１０には
高周波電源が供給される。
【００３２】
　供給電極１１２にはプラズマ処理装置の工程により、図示しないが、上部に形成される
電極及び処理対象基板を固定するためのチャック、冷却装置及び化学気相成長法（ＣＶＤ
）のための成膜ガス供給部などが形成される。エッチング装置の場合、ガス供給口１４１
を通してガスが引入されてチャンバ１４０内部に拡散される。このガスは接地電極１７０
内に拡散され、接地電極１７０の上に形成される多数のシャワーヘッドを通して対象基板
１０に向かって均一に供給される。チャンバ１４０内にガスを供給し、圧力を一定に調節
し、高周波電源を第１電極１１０に供給すると、プラズマ２０が生成される。
【００３３】
　第１電極１１０上には複数のコンデンサ１３０が形成される。複数のコンデンサ１３０
の各々は第２電極１２０と電気的に接続され、複数の第２電極１２０の全体面積は第１電
極１１０の面積と実質的に同一に形成される。第２電極１２０上にプラズマ処理のための
対象基板１０が実装される。第２電極１２０上に実装された対象基板１０の上にプラズマ
２０が形成されて各種プラズマ処理を行うことができるようになる。
【００３４】
　プラズマ処理では、プラズマ２０と対象基板１０との間にプラズマシース（ｓｈｅａｔ
ｈ）が形成される。プラズマシースは容量成分であり、電極電圧、生成されたプラズマの
密度、電子温度などによってその厚さ及び容量成分が決定される。このように生成された
プラズマを利用してエッチング（ｅｔｃｈｉｎｇ）、スパッタリング法（ｓｐｕｔｔｅｒ
ｉｎｇ）、化学気相成長法（ＣＶＤ）等のプラズマ処理が行われる。尚、第１電極１１０
、供給電極１１２、第２電極１２０の保護のために誘電体が充填される。供給電極１１２
及び第１電極１１０は第１電極保持誘電体１１１によって保護され、第２電極１２０は第
２電極保持誘電体１２１によって保護される。
【００３５】
　図２を参照すると、プラズマ２０及び第１電極１１０との間の電圧差（Ｖ１０　Ｖ１Ｎ
）は、プラズマ２０と、対象基板１０または各々の第２電極１２０との間のシース電圧（
Ｖ１ＳＨ　ＶＮＳＨ）と、第２電極１２０の各々と第１電極１１０との間の電圧（Ｖ１０
Ｓ　ＶＮ０Ｓ）との和で決定される。第２電極１２０の各々と第１電極１１０との間の電
圧（Ｖ１０Ｓ　ＶＮ０Ｓ）は、コンデンサの電圧と同一である。プラズマシース３０の容
量（Ｃ１ＳＨ　ＣＮＳＨ）を制御するために、コンデンサ（Ｃ１０Ｓ　ＣＮ０Ｓ）の各々
の容量を制御する。従って、対象基板１０上に形成されるプラズマシース３０の容量を均
一に誘導する。複数のコンデンサ１３０は第２電極１２０上に現れる高周波波形の位置に
ともなう差を減殺する。従って、対象基板１０が非常に大きいパネルの場合でも、全体的
にプラズマの不均一を減らしながらプラズマ処理ができるようにする。
【００３６】
　コンデンサ１３０は定格コンデンサを含む。プラズマ処理装置内でプラズマが不均一に
発生する地点に対応する容量の定格コンデンサを設置すると、プラズマ処理装置内のプラ
ズマを均一に分布させることができる。また、高度に均一なプラズマ処理装置を使うため
に、コンデンサ１３０は、容量調節可能コンデンサを含んでもよい。またコンデンサ１３
０は反固定コンデンサまたは可変コンデンサを含んでもよい。望ましくは、コンデンサ１
３０は真空コンデンサを含む。真空コンデンサは周辺から簡単に得ることのできるコンデ
ンサである。可変コンデンサはプラズマ処理装置１０００が組み立てされた後、第２電極
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１２０を分解することなく、容量の調節が可能になることが有利である。これを適用する
ためには可変コンデンサに別途のモータを装着して外部でのコンデンサの容量を簡単に制
御できるように製作される。また、第２電極１２０上に生成される電圧をモニタするため
に、別途のモニタ回路を設置してもよい。既に使われている高インピーダンスの電極をモ
ニタ用として接続するのはプラズマ処理装置１０００の制御効果をより一層向上させるた
めである。
【００３７】
　コンデンサ１３０の容量は単位面積当たりとして示されるが、１００ｐＦ／ｃｍ２～０
．０１ｐＦ／ｃｍ２の範囲であってもよい。望ましくは、コンデンサ１３０は、３ｐＦ／
ｃｍ２～０．０５ｐＦ／ｃｍ２の範囲である。第２電極１２０の面積を１ｍ２とすると、
調整用コンデンサ１３０の容量範囲は、３００００ｐＦ～１００ｐＦを用いることが望ま
しい。
【００３８】
　図３は従来のプラズマ処理装置の電波の流れを示す構成図である。図４～図１１は、図
１及び図３のプラズマ処理装置の電極で電波の分布を示すグラフである。
【００３９】
　図３を参照すると、一般的なプラズマ処理装置の電波は、供給電極２１２に高周波電源
２００を供給することによって発生される。高周波電源２００は供給電極２１２及び第１
電極２１０の表面に沿って移動するので、第１電極２１０への電波の移動は、供給電極２
１２と第１電極２１０が接する所で第１電極２１０の両端へ行く電波の波形と、第１電極
２１０の両端で再び第１電極２１０の中心部に戻る電波の波形が異なって形成される。ま
た、第１電極２１０の表面に流れる電波の定在波２０１は、第１電極２１０の位置によっ
て異なって形成される。図３に示したグラフは第１電極２１０の対応する位置に発生する
電波の定在波２０１を示したものであって、定在波２０１は第１電極２１０中心部で最大
の振幅２０２を有し、第１電極２１０の終端で最小の振幅２０３を有する。従って、第１
電極２１０の位置により異なる強度の波形を有し、これはまもなく生成されるプラズマの
不均一を発生させる。従って、これを調節する必要がある。本発明の実施形態で用いるコ
ンデンサ部１３０はこのような定在波２０１の不均一を均一に制御するものである。
【００４０】
　図４～図１１は電力周波数１３．５６ＭＨｚを採用し、７ｍの電極でプラズマ生成した
時の電極上の電波１、電波２、及びこの定在波、並びに本発明の実施形態で用いるコンデ
ンサを適用したプラズマのシース電圧（補正波）を示すグラフである。
【００４１】
　一般的にプラズマの生成で採用できる周波数は１３．５６ＭＨｚが主に使われる。しか
し、本発明の実施形態に係るプラズマ処理装置は２ＭＨｚ～６０ＭＨｚまでの高周波に適
用可能である。図４～図１１では１３．５６ＭＨｚを採用している。また、従来のプラズ
マ処理装置で１辺７ｍの電極でプラズマ生成した時の電極上の電波１、電波２、定在波を
示した。電波１及び電波２は一つの高周波電源で第１電極に電源を供給する場合、中心部
から両端へ行く方向が電波１であり、両端から中心部に戻る波形が電波２である。電波１
及び電波２の波形の和として定在波が形成される。
【００４２】
　図４～図１１を参照すると、電波１及び電波２の和が定在波を形成する。図４～図１１
は、第１電極の電波１及び電波２の半周期の波形を共に示した。図４～図１１は時間が変
化しながら電波１及び電波２が移動する過程である。電波１及び電波２が混合すると、定
在波が形成され、振幅の強度は、ほぼ２倍程度で形成される。定在波は、電波１及び電波
２がいかなる位相差を有しても最終的には定在波一つの波形が形成されて部分的に振幅が
強い所と弱い所が形成される。従って、定在波の分布帯でプラズマの強度が決定され、プ
ラズマは対象基板１０上に不均一に形成される。
【００４３】
　しかし、本発明の実施形態に係る補正波の場合、第２電極１２０上では均一な分布を示
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す。補正波は第１電極１１０上に形成される可変型コンデンサを介して補正を行った後、
第２電極１２０上に形成される波形である。プラズマの密度を１０１１ｃｍ－３にし、電
子温度を２ｅＶにして、可変型コンデンサを第２電極１２０と第１電極１１０との間に形
成して、第２電極１２０とプラズマ２０との間に発生する電位差を示すと、補正波の形態
で示される。
【００４４】
　再び、図４に示すグラフを参照すると、従来のプラズマ処理装置による第１電極２１０
上の定在波の分布は電位差が発生して、中心部において周辺部より相対的に高い電位分布
を示しているが、本発明の実施形態の補正波の分布はコンデンサによって補正されること
で一定分布を見せていることが分かる。図５～図１１のグラフにおいても同様に、時間の
流れにより電波１及び電波２の波形が変化しても、第２電極１２０の位置による補正波の
分布は均一に形成されることが分かる。よって、プラズマの生成が対象基板１０にわたっ
て均一に形成されることによって対象基板１０のプラズマ処理は均一に発生する。
【００４５】
　図１２～図１３は本発明の他の実施形態に係るプラズマ処理装置の電極部を示す構成図
である。
【００４６】
　本発明の他の実施形態に係るプラズマ処理装置は第１電極３１０、コンデンサ部３２１
及び第２電極３２０を除いては、図１に示すプラズマ処理装置１０００と実質的にその構
成及び作動原理は同一である。従って、重複する説明は省略する。
【００４７】
　本発明の他の実施形態に係る電極部は供給電極３１２、第１電極３１０、コンデンサ部
３２１及び第２電極３２０を含む。コンデンサ部３２１は一つの誘電体を含む。コンデン
サ部３２１は複数個の可変型コンデンサの代りに、一つの誘電体を含み、第２電極３２０
と第１電極３１０との間にコンデンサを形成する。この場合、第２電極３２０の分布によ
るコンデンサ部３２１の容量の大きさは、誘電体の厚さに変化を与えることで制御する。
図１２を参照すると、誘電体の厚さは中心部で厚く形成され、周辺部では薄く形成される
。図１２に示したように、本発明の実施形態に係るコンデンサは周辺部に行くほどその容
量が大きくなることになる。誘電体は周辺部に行くほど薄く形成されてコンデンサの容量
はより一層増加する。従って、本発明の他の実施形態では中心部での距離により異なる厚
さを有する誘電体を使うことによって、複数個のコンデンサを代替することができる。
【００４８】
　図１３を参照すると、供給電極３１２及び第１電極が移動可能なように形成される。供
給電極３１２及び第１電極が個別的に移動すると、第１電極３１０と誘電体との間には別
途の空間３２２が形成される。形成された空間３２２は第１電極３１０と第２電極３２０
との距離がより長くなるので、空間３２２が大きくなるほどコンデンサ部３２１に形成さ
れる容量が小さくなる。従って、空間３２２の距離を調節しながらコンデンサ部３２１の
容量を制御することが可能になる。
【００４９】
　図１４～図１７は本発明の他の実施形態に係るプラズマ処理装置の第２電極を示す平面
図である。
【００５０】
　本発明の他の実施形態に係るプラズマ処理装置は第２電極１２５、１２６、１２７、１
２８を除いては図１に示すプラズマ処理装置１０００の構成及び作動原理が実質的に同一
である。従って、重複する説明は省略する。
【００５１】
　図１４～図１７を参照すると、第２電極１２５、１２６、１２７、１２８は、多様な形
態で分割される。第２電極１２５、１２６、１２７、１２８は各々一つのコンデンサと接
続されるので、補正される容量の大きさが同一である。従って、第２電極１２５、１２６
、１２７、１２８の形状はプラズマ処理装置でプラズマの不均一を解消することにおいて
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大変重要な部分である。第２電極１２５、１２６、１２７、１２８の分割方法は図１４に
示したように中心から等間隔で形成される四角形状であってもよい。しかし、一般的に第
２電極上に形成される定在波の電位差は等間隔で発生されず、中心部からの距離によって
異なる。従って、図１５に示したように定在波の差が大きな部分であり、位置により他の
間隔を有するように分割することができる。また、図１６に示したように第２電極１２７
を正方向の形状で分割することができる。また、図１７に示したように第２電極１２８を
円形に近い形態で分割することができる。図１７に示した第２電極１２８のように円形で
分割する場合には、中心部からの間隔をより均等にすることができる。また、第２電極１
２５、１２６、１２７、１２８は、数ｍｍ～数十ｍｍの程度で部分的にオーバーラップさ
れるように形成することができる。オーバーラップされた第２電極の部分は電極間の電位
の不連続性を減殺させることができる。
【００５２】
　図１８は本発明の他の実施形態に係るプラズマ処理装置の電極部を示す構成図である。
図１９は図１８の電極部の第２電極を示す平面図である。
【００５３】
　本発明の他の実施形態に係るプラズマ処理装置は電極部を除いて、図１に示すプラズマ
処理装置１０００の構成及び作動原理が実質的に同一である。従って、重複する説明は省
略する。
【００５４】
　本発明の他の実施形態に係る電極部は化学気相成長法（ＣＶＤ）で使われる。化学気相
成長法（ＣＶＤ）で用いる時にはプラズマ生成電極側で成膜ガスを供給する必要がある。
本発明の他の実施形態に係る電極部は多孔質のセラミック材質の誘電体４２１を使うこと
によって、誘電体４２１に形成される多孔質を通して成膜ガスが供給される。誘電体４２
１はコンデンサの役割とガス供給部の役割を同時に果たす。成膜ガスは第１電極４１０上
に形成される供給管４５０を通して誘電体４２１に供給され、誘電体４２１で拡散して第
２電極４２０上に供給される。誘電体４２１の多孔質を通して成膜ガスが拡散及び伝達さ
れる場合には別途の管を介してガスを供給することにより均一にガスを供給することがで
きる。第２電極４２０上には供給された成膜ガスを噴出させるガスホール４２５が形成さ
れる。第２電極４２０はハニカム構造の形状で製作される。第２電極４２０の中心にガス
ホール４２５が形成される。第２電極４２０は、図１４～図１７の実施形態で言及したよ
うに多様な形態で製作することができる。
【００５５】
　図２０は本発明の他の実施形態に係るプラズマ処理装置を示す構成図である。
【００５６】
　図２０を参照すると、本発明の他の実施形態に係るプラズマ処理装置５０００はチャン
バ５４０、ガス供給部５５０、第１電極５１０、バッフルプレート５８１及び調節部５８
０を含む。チャンバ５４０内部はプラズマ処理のためのプラズマが形成される空間である
。ガス供給部５５０はチャンバ５４０内部に必要なガスを供給する。チャンバ５４０には
ガス供給口５４１及びガス排出口５４２が形成され、ガス供給口５４１を通してガス供給
部５５０と接続される。ガス供給部５５０のガス供給により圧力を調節する。チャンバ５
４０外部には高周波（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ：ＲＦ）電源部５６０及びそれを
調節する調整回路５６１が設置される。調整回路５６１の場合、設計によってはチャンバ
５４０の内部に設置してもよい。高周波電源部５６０はチャンバ５４０内部で高周波電源
（ＲＦ　Ｐｏｗｅｒ）を供給する。調整回路５６１はチャンバ内部５４０に供給する高周
波電源を制御する。調整回路５６１は供給電極５１２と電気的に接続し、供給電極５１２
は第１電極５１０と電気的に接続する。従って、第１電極５１０には高周波電源が供給さ
れる。第１電極５１０上には電気的に接続されて複数個に分割される第２電極５２０が配
置される。また、チャンバ５４０には内部に供給電極５１２及び第１電極５１０を含む接
地されたケース５１５が別途に設置される。ケース５１５は、発生される静電気などから
供給電極５１２及び第１電極５１０を保護する。
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【００５７】
　本発明の他の実施形態では第１電極５１０及び第２電極５２０の周辺に形成されるバッ
フルプレート５８１がチャンバ５４０の側壁から離隔して形成される。調節部５８０は、
チャンバ５４０とバッフルプレート５８１との間に高インピーダンス値を有することによ
りプラズマの不均一を改善する。調節部５８０を形成する方法としては、低誘電率の誘電
体を挿入する方法と、プラズマ励起周波数を遮断する回路を挿入する方法がある。プラズ
マ２０は第１電極５１０または第２電極５２０と接地されたチャンバ５４０との間に形成
されるので、側壁の部分まで形成される。しかし、チャンバ５４０の側壁部は第１電極５
１０または第２電極５２０との距離などの条件が異なるので、異なった密度のプラズマが
形成されやすい。従って、第１電極５１０または第２電極５２０の端部には中心部分と密
度が異なるプラズマが形成される。しかし、本発明の他の実施形態に係るプラズマ処理装
置５０００は、調節部５８０によりチャンバ５４０側壁のインピーダンス低下を防ぐこと
ができるので、均一なプラズマを発生することができる。また、第１電極５１０及び第２
電極５２０の保護のために誘電体が充填される。前記第１電極５１０及び第２電極５２０
は電極保持誘電体５２１によって保護される。
【００５８】
　図２１～図２２は図２０のＢ部分を示す拡大部分構成図である。
【００５９】
　図２１を参照すると、本発明の他の実施形態に係る調節部６８０は厚く、且つ、低誘電
率の誘電体を含む。調節部６８０はチャンバ５４０の側壁とバッフルプレート６８１との
間に形成される。図２１に示したように、バッフルプレート６８１にチャンバ５４０の側
壁と対向する側壁を形成し、バッフルプレート６８１の側壁とチャンバ５４０の側壁との
間に調節部６８０を形成する。誘電体６８０は比較的低誘電率の誘電体を含み、具体的に
は高純度のポリテトラフルオロエチレンまたは石英などを含む。誘電体６８０の厚さは５
ｍｍ以上、望ましくは１ｃｍ以上である。従って、誘電体６８０は高いインピーダンス値
を有して、プラズマ２０形成に少ない影響を及ぼし、プラズマは均一に形成される。
【００６０】
　図２２を参照すると、本発明の他の実施形態に係る調節部７８０は、ローパスフィルタ
７１０を含む。ローパスフィルタ７１０はチャンバ５４０の側壁とバッフルプレート７８
１との間に形成されてプラズマ励起周波数を遮断する。ローパスフィルタ７１０は遮断す
る周波数をプラズマ生成で利用している周波数を高周波数にし、通過する周波数はバイア
ス用で用いる周波数にする。実際にプラズマ生成で採用できる周波数は、１ＭＨｚから６
０ＭＨｚまで効果がある。ローパスフィルタ７１０は導体７１１、抵抗体７１２、及び誘
電体７１３から形成される。ローパスフィルタ７１０は並列共振回路から構成される。ロ
ーパスフィルタ７１０の周辺にはプラズマが進入しないように別途の誘電体壁７２０を形
成する。このローパスフィルタ７１０は接地電位に対して高インピーダンスを生じさせる
。ローパスフィルタ７１０により電極の長さが１ｍ以上の大型プラズマ処理装置や、電極
の最大長と電極間の距離の比が３以上の構造のプラズマ処理装置において、周辺部のプラ
ズマ密度の上昇を抑制する。従って、均一なプラズマ処理ができる。
【００６１】
　図２３は本発明の他の実施形態に係るプラズマ処理装置を示す構成図である。図２４～
図２７は、従来のプラズマ処理装置及び図２３のプラズマ処理装置において電極による電
波の分布を示すグラフである。
【００６２】
　図２３を参照すると、本発明の他の実施形態に係るプラズマ処理装置８０００はチャン
バ８４０、ガス供給部８５０、第１電極８１０、及び抵抗部８９０を含む。チャンバ８４
０内部はプラズマ処理のためのプラズマが形成される空間である。ガス供給部８５０はチ
ャンバ８４０内部に必要なガスを供給する。チャンバ８４０にはガス供給口８４１及びガ
ス排出口８４２が形成され、ガス供給口８４１を通じてガス供給部８５０と接続される。
ガス供給部８５０のガス供給により圧力を調節する。チャンバ８４０外部には高周波（Ｒ
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ａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ：ＲＦ）電源部８６０及びそれを調節する調整回路８６１
が設置される。高周波電源部８６０はチャンバ８４０内部に高周波電源（ＲＦ　Ｐｏｗｅ
ｒ）を供給する。調整回路８６１はチャンバ内部８４０に供給する高周波電源を制御する
。調整回路８６１は供給電極８１２と電気的に接続し、供給電極８１２は第１電極８１０
と電気的に接続される。従って、第１電極５１０には高周波電源が供給される。また、供
給電極８１２及び第１電極８１０の保護のために誘電体が充填される。供給電極８１２及
び第１電極８１０は、電極保持誘電体８１１によって保護される。
【００６３】
　本発明の他の実施形態では第１電極８１０上に抵抗部８９０を含む。抵抗部８９０は抵
抗体シーツで製作されて第１電極８１０上に取り付ける形で形成される。抵抗部８９０は
定在波を発生させずに、均一なプラズマ処理を可能にする。抵抗体８９０は、鉄、ニッケ
ル、コバルト、白金などの抵抗率が２．０μ／ｃｍ以上ある材料またはこれらの合金を含
む。また、抵抗体８９０は燐またはホウ素などが混入されたシリコン、抵抗率を調整する
ことのできる半導体、電気抵抗を有するセラミックなどが含まれる。プラズマ密度の均一
性は、抵抗部８９０の抵抗率を調整することで達成される。
【００６４】
　図２４及び図２５を参照すると、従来のプラズマ処理装置において移動する電波は均一
な振幅で進行する。従って、図２４に示した波形及び図２５に示した波形を合算すると、
定在波が形成される。定在波は、一つの独立した波として、振幅は高点と低点を有するこ
とになってプラズマの不均一を招くことは図４～図１１に示すグラフで説明した。
【００６５】
　図２６及び図２７を参照すると、本発明の他の実施形態の抵抗部８９０で移動する電波
は電波が移動するということによって振幅が減殺される。図２６及び図２７に示したよう
に、移動により減殺される電波は定在波を形成せず、ＮＯＤＥも発生しない。従って、抵
抗部８９０には均一なエネルギー分布を有するようになり、対象基板１０のプラズマ処理
を均一にできる。抵抗部８９０がエネルギーを吸収して定在波自体を遮断する方法をもっ
てプラズマの均一性を誘導する。
【００６６】
　以上、説明したように、本発明の実施形態によると、プラズマ生成電極の位置により別
途のコンデンサを設置して容量を設定することができ、プラズマ生成電極とプラズマ表面
との間で発生するシース容量を均一に維持することができる。従って、プラズマを均一に
生成することができ、大型基板のプラズマ処理において不均一な発生を抑制することがで
きる。コンデンサは可変型コンデンサまたは位置により異なる厚さを有するセラミックを
利用することができる。また、第２電極に成膜ガスのためのガスホールを形成することに
よって、より均一に化学気相成長法（ＣＶＤ）を進行することができる。
【００６７】
　なお、チャンバとバッフルプレートとの間に高インピーダンスの調節部を挿入して対象
基板の側面部で発生する不均一現象を抑制する。調節部は低誘電率の誘電体またはローパ
スフィルタを使うことができるが、これによって、チャンバの側壁に近いプラズマの密度
がわい曲されることが防止される。ローパスフィルタを適用する場合、チャンバ側壁を通
じる電波を周波数別に選別できてより一層効果的にプラズマの均一性を確保することがで
きる。
【００６８】
　また、プラズマ生成電極の表面に抵抗体を形成することによって、高周波の電源が抵抗
体で減殺されて両方向に移動する異なる二つの波形が混合して形成される定在波の発生を
防止することができる。従って、電極の位置別に発生する電圧の不均一を抑制し、これに
よって均一なプラズマが形成できるようになる。
【００６９】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者



(12) JP 6144453 B2 2017.6.7

10

であれば、特徴請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例また
は修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的範
囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００７０】
１０…対象基板、２０…プラズマ、１０００…プラズマ処理装置、１１０…第１電極、１
２０…第２電極、１３０…コンデンサ部、１４０…チャンバ、１６０…高周波電源、５０
００…プラズマ処理装置、５１０…第１電極、５２０…第２電極、５４０…チャンバ、５
８０…調節部、５８１…バッフルプレート、５６０…高周波電源、８０００…プラズマ処
理装置、８１０…第１電極、８４０…チャンバ、８９０…抵抗部、８６０…高周波電源。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図２４】

【図２５】

【図２６】
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